
 
 

 

文化観光局所管施設の指定管理者の選定について 

１ 概要 
文化観光局が所管する 17 施設について、今秋を目処に指定管理者を選定します。 
このうち、15 施設については公募、２施設については非公募とします。 
なお、区民文化センターについては、各施設の所管区において指定管理者の選定を行

います。 

２ 指定期間 
平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで（５年間） 

３ 公募により選定を行う施設（15 施設） 
○ 横浜市民ギャラリー （西区） 
○ 関内ホール （中区） 
○ 陶芸センター （中区） 
○ 横浜人形の家 （中区） 
○ 吉野町市民プラザ ※ （南区） 
○ 岩間市民プラザ ※ （保土ケ谷区） 
○ 久良岐能舞台 （磯子区） 
○ 長浜ホール （金沢区） 
○ 大倉山記念館 （港北区） 
○ 区民文化センター （６施設：鶴見区・神奈川区・港南区・旭区・栄区・泉区） 
[※：両施設を一括して公募] 

４ 非公募により選定を行う施設（２施設） 

対象施設 横浜にぎわい座（中区） 大佛次郎記念館（中区） 

非公募と 
する理由 

○ 落語、漫才、大道芸など「大衆
芸能」の専門施設として、演者団
体等との協力体制を継続してい
く必要があること 

○ 大衆芸能分野における専門的
ノウハウが不可欠で、運営の担い
手が限られていること 

○ 著作権承継者である遺族との
信頼関係を維持しつつ施設運営
を行う必要があること 

○ 大佛次郎の遺品の大部分は公
益財団法人横浜市芸術文化振興
財団が寄贈を受け、開館以来 37
年間に渡り資料の調査・研究等を
行っており、極めて高度な専門性
を継承していく必要があること 

選定候補者 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 

 

５ スケジュール 

27 年９月頃まで 選定評価委員会による指定候補者の選定 

27 年 12 月頃 指定議案の平成 27 年第４回市会定例会への上程 

市民・文化観光・消防委員会資料

平 成 2 7 年 ５ 月 2 6 日
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